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機密性2

裁判官会議議．事録

日時 令和3年12月17日 （金）.午後4時

場所 東京高等裁判所犬会議室←(18階）

出席者 別紙令和3年度後期裁判官会議出席者名簿のとおり

付議事項 別紙令和3年度後期裁判官会議付議事項のとおり‐

１
２
３
，
４
５ 議事の進行

事務局長・

本会議の成立宣言

議長（長官）． 、

説明者（事務局長）

（1） 開会宣言

（2）第1議案報告

(3) 第2議案上程・承認

：(4)．第3議案上程〃承認

(5) 閉会宣言

I

､

（

令和3年{ユ月ﾕ（ 日

事務局長

議長



機密性2

(別紙）

令和3年度後期裁判官会議出席者名簿

裁判官会議構成員

東京;高等裁判所長：官

東京高等裁判所事務局長

東京高等裁判所判事(第1民事部)
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東京高等裁判所判事，（第2民事部）

子

東京高等裁判所判事（第4民事部）

東京高等裁判所判事（第5民事部）

東京高等裁判所判事（第7民事部）



機密性2

藤井聖悟、

堀田次．郎 、

富澤賢一郎． 、

三角･比‘呂

作~原･れい子、

上：田．洋幸

品.川・英基、

小出,邦. ､夫｛

河･村 ・浩；

鈴・木和.典． 、

佐々木･健二 、

塩･容;項理絵、 、

高橋， 譲・

菅家､忠行、

有賀．直'樹､

篠田･賢治

朝』:倉･亮･子，

大竹昭彦、

原 克也

神野泰-fl

土.屋． 毅、

平・田- 豊､ ．
． . ． ：・

酒井二良介・’

中久保･朱息美1

井．出弘隆 1

石．井 浩、

東京高等裁判所判事（第8民事部）、

東京高等裁判所判事ミ(第9民事部）

（

東京高等裁判所判事（第10民事部)･

東京高等裁判所判事（第11民事部）（

1

東京高等裁判所判事. （第12民事部)．

東京高等裁判所判事（第14民事部）



機割生2

飯畑勝一之｡ 、

篠．原康ア治、

中･村､也寸志､、

三・村義幸f

関一根・規‘夫、

餘多分．亜-紀"、

元.芳・哲・郎. i

岩井.伸晃･

齊・藤･ 顕

園部直子｝

糸井一淳一

矢･尾、 渉．

橋本~英．史

三浦．隆志

今. .井和桂子、

田.中：－隆． （

中･島 農｛

北澤・純・ 一三・ 、

前田･英・ ･予〆､

田．中秀・幸．
・凡

新.田和・憲

青･木.･裕・史、

吉岡-大地.、

村上正・敏、

伊良原:恵吾一

板'野．俊哉．

東京高等裁判所判事（第15民事部）

東京高等裁判所判事（第1，6民事部）

東京高等裁判所判事（第17民事部)．

東京高等裁判所判事（第19民事部）
１
１

東京高等裁判所判事（第20民事部）



機密性2

東京高等裁判所判事（第21民事部） 定塚 誠．A

菅;野正二朗

佐藤重憲‘

神・野律子、

須賀康太郎、

相：澤 哲、

‘伊･藤一・夫．、

.高木･勝.己-、

下：鴫 、崇

渡邉和・ ,義、

中山孝'･雄．

小:海隆｡則、

本･多哲哉･ 、

日一暮直子､；

若一園敦一雄．、

小森田．恵･樹. .、

水･野将．徳、
． ．；

丹.羽芳息徳･ ↑

櫻．井真理子’

大善文べ男 ‘

寺．澤真由美、

福･家康. :史- 1

岡田龍太郎、

安.東． 章. 、

蛯原 意･ 、

下・山洋・司・：

東京高等裁判所判事（第22民事部)．

（

東京高等裁判所判事（第23民事部)・

東京高等裁判所判事（第24民事部) ‘．

東京高等裁判所判事（第:1刑事部)．

（

東京高等裁判所判事（第2刑事部）

東京高等裁判所判事(第3･刑事部)‘



機密性2

東京高等裁判所判事（第4刑事部） 大・野勝則.、

安藤祥一郎． 、

丸‐山．哲巳． :､

有・賀貞・博．、

鎌．倉･正:和.- 、

伊藤，雅人.. .、

吉診井・隆・ :平
. 0 ． 、

島･戸 、純、 、

江見健一一 、

新・宅・孝昭．

石・井俊和･ . $

松§本・圭史・ 、

杉ざ山・正・明。 ）

西．野･牧『子： 、

梶・山.太郎): 、
、 弓

近･鷺藤宏.子． 《

足､<､立〆 …勉、

三_E孝浩｛

江口和伸、

仁．藤佳･海《

細・､田啓･先、

野一口・佳子 、《

駒一田・秀和・｛

堀ゞ由･佐．紀． 、

三.補・ 透． 、

佐々木・直人

東京高等裁判所判事（第5刑事部）

｛

東京高等裁判所判事（第6刑事部）

東京高等裁判所判事（第8刑事部)．

！

東京高等裁判所判事（第1p刑事部)：

東京高等裁判所判事（第11刑事部)．



機密性2

上岡哲生.､

河.:畑． 勇、

小.泉満理子、

田村政喜》

室一橋§雅‘仁、≦

村． 山“智･英、

犬鷹一≦郎・､

小.林康．彦
： ． 。 ：

小川卓逸寧
． ＄

本多知成・ 1

.浅井 ．憲. ：

中・ ・島朋、宏 ・

勝.又､来未子． ，

東海味． 保、

上田．卓哉．

中.平一 億､

都一野・道．紀、 :、

菅…野雅之.､

本吉･弘･行

中子村・ 恭…、

岡山忠一広・ 、

東京高等裁判所判事（第12刑事部）

知的財産高等裁判所判事､(第1部)

（

知的､財産高等裁判所判事（第2部)．

知的財産高等裁判所判事･(第3部） 。

1

9 ，

知的財産高等裁判所判事（第4部）

その他

東京高等裁:判所,民事首席書記官・

東京高等裁判所刑事首席書記官

東京高等裁判所事務局総務課長

東京高等裁判所事務局人事課長

2

關
中
塚
松

澤.直人、

園 敬．

田智大

本茂一



機密性2

東.京高等裁判所事務局会計課長．

東京.高等裁判所事務局:管理課長．
； ．． ．・

知的財産高等裁判所事務局長兼菅席書記官。

楠
・
市
・
》
・
坂

木”久史．
． 、

． ： ；

川､陽一、

本正"則（

』

〆

０
Ｊ
Ｉ
Ｌ
、
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機密性2

〔荊鞭)．

、 令和3年度後期裁判官会議付議事項

第1議案

･ G q も 夕

長官に委任された司法行政事務処理についての報告事項・ ・ ・ ・ ・ ・ 1～3

第2議案

東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づき承認を
. ． ＄ ．

求める事項6． ， 9 ． ． ・ ・ ・ ・ ・・ ・､ ． ・ ・ ・ ・ ！･ 。 ． ．…・ ・4～21
！

第3議案

令和4年度における東京高等裁判所の裁判官の配置,裁判事務

の代理順序,裁判事務の分担,事件の分配,開廷日割及び行政

事務の代理順序に関する定めについての事項・ ・ ． 。 ､ ・ ・ ・‘ ・ ・22～48

（



機密性2

第1議案

長官に委任された司法行政事務処理についての報告事項

長官に委任された司法行政事務

総務課分掌事務

裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項

裁判所の長の庶務に関する事項

機密に関する事項

渉外に関する事項

自動車の配車に関する事項

公印の保管に関する事項

文書の接受，作成，発送，保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関

する事項

通知, ‘報告等に関する事項

文書事務に関するその他の事項、

司法行政文書の開示に関する事項

司法行政事務に関して保有する個人情報の保護に関す:る事項

情報システムの管理,･情報セキュリティ対策及び情報化に関する事

務の連絡調整に関する事項

広報に関する事項

図書及び資料(以下「図書資料」 という。）の収集その他の資料事

務に関する事項

図書資料の受入れ,整理,保管,閲覧及び参照に関する事項

資料室の管理運営に関する事項

裁判官の秘書的事務に関する事項

（

1



〆

人事課分掌事務

人事に関する;計画，連絡,報告等に関する事項

裁判官及び一般職員の人事に関する事項

1試験,選考等に関する事項

2任免§補職その他の人事異動に関する事項

3服務，分限,懲戒.等に関する事項

4人事記録に関する:事項

5給与に関する事項

6退職手当等に関する事項

7公務災害補償に関する事項

8給与簿に関する事項

職員団体及び苦情処理に関する事項

保健，安全保持及.び厚生に関する事項

考課，研修，表彰；レクリエーションその他の勤務能率の発揮及び

増進に関する，事項

（

会計課分掌事務

会計に関する計画，連絡，報告等に関する事項

予算及び決算に関する事項

歳入の徴収に関する事項

歳出の支出に関する事項

保管金に関する事項

物品及び役務の調達に関する事項

物品の出納,;保管及び処分に関す’る事項

自動車の運転及び維持管理に:関する事項

庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項

2



国有財産の管理に関する事項

会計監査に関する事項

会計に関する法規の解釈及び質疑に関する事項

不正事件その値の会計関係事故の報告に関する事項
； ・ ‐ ’1

民事保管物の受入れ,保管,仮出し及・ぴ返還に関する事項
． ： ． 、 ： 、 、

押収物等の受入れ，保管ウ仮出し及び処分に関す;る事項

管理課分掌事務

（
庁舎その他の施設の管理及び安全保持に関する計画，

に関する事項：

警備’ 1設備清掃等の業務の委託に関する事項

役務作業に関する事項､

文書の使送に関する事項

電話の交換に関する事項

通話記録に関する事項

電気及び機械の設備の運転管理に関する事項､』

環境衛生に関寸る事項：
． ． ： ． ．

庁舎その他の施設の警備に関する事項

火災及び盗難の防止に関する事項

連絡，報告等

ｆ
１
１

3



機密性2

第2議案
口 申

東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づき承認を求める事項

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分抵事件の分配,開廷日割及び行攻事務の代理順序に関する定め

（令和2年12月18日代表者会議決議）の一部改正

上記の定めについて，別紙第1，別紙第2及び別紙第3のとおり 部改正し一

た。

１
１
１

$
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機密性2

(別紙第1）

令和3年度前期代表者会議(令和3年6月25日開催）の翌日から令和3年12

月,7日までの間に,東京高等裁判所裁判官会議規程第,4条の規定に基づく応急

の措置として,令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代
, ｡ 。, l

理順序，裁判事務の分担，事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する
＊

定めの「(別表1）東京高等裁判所裁判官配置表」の一部を次のように改正した。

（
(令和3年7月16日現在）

削除 総 八木

総 今崎

配置 総 中村

総 小出

（兼）小出

(令和3年8月1日現在）

削除 大西

小西

福士

神田

（兼）浅井

配置 鈴木

馬渡

(令和3年8月2R現在）

削除 総 白石

中島

小津

洋
彦
志
夫
夫

寸
・
γ

一
幸
也
邦
邦

(第15民事部）

(第4特別部）

(第15民事部）

(第4特別部）

(第9民事部)

勝
慶
ぶ
利
大

(第4民事部）

(第8民事部)

(第6刑事部）

(第10刑事部）

(第2民事部)

(第4民事部>

(第16民事部，

滋

一

Ｉ
、

博
助
憲
紀
史

正
直 第1特別部）

史．子（第2民事部，第3特別部）

基至（第5民事部，第3特別部）

亮太（第21民事部，第3特別部）

5



機密性2

第3特別部）

第3特別部）

第5特別部）

、配置 総 渡部

渡邉

・鎌倉

(令和3年8月29日現在)

削除 総 廣谷

総 小出

西森

（兼）小出

配置 総 小〔出

総 ：今崎

(令和3年9月3日現在）

・削除 総 秋吉

，配置総 木‘納

(令和3年10月4日現在）

削除 廣田

，馬渡

中尾

河原

配置 （兼）新田

(令和3年10月8日現在） 、

削除 総 平木

國井

配置 繕 田村

（兼）上岡

(令和3年10月18日現在）

削除 鈴木

勇次

達之輔

正和

(第2民事部，

(第5民事部，

(第4刑事部，

章
邦
政
邦
邦
幸

(第9民事部,第3特別部)

(第4特別部）

(第16民事部,第1特別部）

(第9民事部)

(第9民事部,第3特別部)

(第4特別部）

雄
夫
一

夫
夫
彦

（

第3特別部）

第3特別部）

仁・美(第5民事部，

敏和（第5民事部，

(第9民事部第3特別部〉
。 l・

(第16民事部?第.1特別部）

(第2刑事部）

(第3刑事部,第5特別部)'

(第16民事部）

士泰
直
佳
俊
和

史
久
也
憲

｛

正洋（第12刑事部）

恒志（第3刑事部,第5特別部）

政喜（第12刑事部) ：

哲生（第3刑事部）

正紀（第4民事部）
0

6



機密性2

小西

波多江

配置 （兼）関根

‘ (兼）藤井

（令和3年10月28日現在）

削除 ､小池

配置 (兼)菅家

(令和3年11月13日現在）

削除 総 ・ 中里

寺本

市､･川

野村

配置 総 安東

(令和3年’2月1.日現在）

削除 中丸

中山

二・宮

配置 （兼）本多

(令和3年12月10個現在）

削除 山口

配置 福家

(令和3年12月13日現在）

配置 （兼）神野，
： ． 、

（兼)村田

（兼）齋藤

(令和3年12月17日現在）

洋(第5民事部.第3特別部）

史（第8民事部）

夫（第5民事部）

悟（第8民事部) ・

真
規
聖

あゆみ（第1:4民事部第4特別部）
ム ウ

忠行(第14民事部）

I

智
昌
太

(第3刑事部,第5特別部）

(第22民事部第3特別部）

(第12刑事部）

(第12刑事部）

(第3刑事部，第5特別部）

美
広
志
賢
章

隆（第15民事部）

典子（第22民事部,･第3特別部）

信吾(第2刑事部) '

哲哉（第22民事部）

均（第10民事部，第4特別部）

康吏（第2刑事部）

泰一（第5民事部）

一広（第20民事部）

大（第23民事部）

7



機密性2

配置 き （兼）岡田龍太郎(第10刑事部）

(令和3年12月24日現在) ．

削除 河 晶子（第7民事部，第2特別部）

浩太郎(第20民事部,第3特別蔀）

本
‐
藤
岡

遠

地(第8民事部）配置 (兼）吉 大

（

（
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機密性2

(別紙第2）

令和3年度前期代表者会議（令和3年6月25日開催)の翌日から令和3年12

月17日までの間に，東京高等裁判所裁判官会議規程第14条の規定に基づく応急

の措置として，令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代
： ， j

理順序,:裁判事務の分担，事件の分配開廷日割及び行政事務の代理順序に関サる
1 ． ． ．

定め第3章第1節1及び第4章6(1)を，次のように改正した。

（
令和3年7月9日から，別紙1のように改める。

： ．

令和3年9月3日から，別紙2のように改める｡

１
２

､

0
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機密性2

（別紙1)

第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部,第2民事部,第4民事部,第5民事部,第7民事部から第12民

事部まで,第14民事部から第17民事部まで及び第19民事部から第24民事

部=で壷各部ほ,本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事
に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する｡ただし， （8ル (9)の事件

は,第5民事部，第7民事部，第8民事部及び第9民事部がj㈱から㈱までの事

件は，第5民事部が分担する｡

（1） 管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件((8)

の事件及び第3節の8の(4)から(8)までに掲げる事件を除く。 ）

(2)選挙に関する訴訟事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に関する訴訟事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件
：

(5)差戻事件及び再審事件 ：

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件' ､

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

；件，

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑬‐電波法第97条の事件

卿鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件

10

（

ｊ
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機密性2

側最高裁判所にした特別上告提起事伴

個刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(16） 民事調停法第2．0条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

第4章事件の分配

6(i)第5民事部が担当する第3章第1節iの剛から(13)まで及び鮎)に掲げる事件

は， Iの(1)の調整上，それぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算
（

する。

《
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機密性2

（別紙2） ・

第3章裁判事務の分担

‘ 第1節:民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部:第2民事部第4民事部，第5民事部，第7民事部から第12民

事部まで，第14民事部から第17民事部まで及び第19民事部から第24民事
．。 0

部までの各部は，本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する。ただし， (8)， (9)の事件

は,第5民事部,第7民事部,第8民事部及び第9民事部が, ，”から胸までの事

件は,第,0民事部が分担するd、

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件（(8)

の事件及び第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件を除く。 ）

(2)選挙に関する訴訟事件．

(3)､地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に函する訴訟事件

(4) 普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件

(5)．差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件，上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件．

(7) 除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8) 管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

側高等裁判所を第一審とする家事審判事件．

伽管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

件 ′

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ‘

側鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件
12

（
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機密性2

伽最高裁判所にした特別上告提起事件

鯛刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

伽）民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

第4章事件の分配

6(1)第10民事部が担当する第3章第1節1の⑩から側まで及び(15Ⅲこ掲げる事件

は,』の(,,の調整上それぞれこれを控訴事件文は抗舎事件のi件として計算
（

する6

、

１
１
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機密性2

(参考）

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分担,事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新旧対照表

(※第3章第1節1及び第4章6のみ抜粋）

{R3.7.9付け改正後）(改正前）
1

・第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1f民事部

・ 第1民事部，第2民事部，第4民事部，第5民事

部，第Z民事部から第12民事部まで，第14民事部

から第1.7民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各部は，本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する次の事件を分担する。ただし, (8) (9)の事

件は,第5民事部,第7民事部,第8民事部及び第9

民事部が'側から㈱までの事件は｡第'民事麺が分担
8 ． ｡ ・ ・

する。 ｡ - n

<'）管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対ず･る

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

（4から(8)までに掲げる事件を除く｡） ．

(2)選挙に関する訴舩事件 ． ．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は

住民投票に関する訴註事件 ． ，

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴

訟事件 、 ：

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件 ．

(7) ･除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件 一

価管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の
第一審判決に対寸亨る上告事件

ﾛD管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

側鉱業等に係る土地利用の鯛整手続等に関する法律

．第3章.裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部.

第,民事部,第2民事部第4民事部第5民事
部,第7民輔から第,2民事部まで,第,4民察部
から第17民事部まで及び第19民事部から第24民
事部までの各部は，本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する次の事件を分担する。ただし， （8） (9)の事

件は,第6民事部,第7民事部,第8民事部及び第9

民事部が, 00から圃までの事件は,蕊5民事部が分担

す．る｡’ ‘ ・

(')瞥内の地方裁判所及び家庭裁判所の鋼に対する

控諒事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の
､ ：

(4)から(8)までに掲げる事件を除く。 ） ：

(2)選挙に関する翫訟事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は
・ 3 ，

住民投票に関する訴鯉事件：

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する誘

訟事件

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

・件． ． ： ．

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件

(8)･管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家率審判事件

側I管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件；

卿鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

イ

（

14



機密性2

(参考）

第57条の事件‘

h41最高裁判所にした特別上告提起事件

⑬刑事事件以外の事件で他の部に属しない事供
側民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第274条第,項による溺停事件 ；

第57条の事件

側最高裁判所にした特別上告提起事件, . 、

圃刑韓件以外の事件で他の部に属しない事件

側民事調停法第20条第’項及び第4項並びに家事
ロ 、

事件手続法第274条第1．項による調停事件

。第4章事件の分配 ・ゞ

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除く事件について, ､次のとおり恥各部に分配す

る｡､知的財産高等裁判所については,同裁判所が定める

ところによる。

、第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除・<事件について，次のとおりj各部に分配す

る。知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

（

6(1)第1民事部が担当する第3章第1節1の剛から側

・まで及〔即副に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それ

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算
． 呼 .・

する。

（2）第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

、(8)までI鵠げる事件は､ ,の(,)の調整上,それぞれ

これをその合謹体を構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみな･髄

6(1)_第5民事駆力$担当する第3章第1節1の0噸､ら鯛

まで及〔沌5)に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それぞ

れこれを控蘇事件又は抗告事件の1件として計算する

｡ ． ‐

（2）第3特別部が担当ずる第3章第3節の．3の(4から｜第3特別部が担当ずる第3章第3節の3の(4から

(8)までに掲げる事件は,ユの(')の溺整上,それぞれ

これをその合駿体を構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみなす｡

I
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機密性2

(参考）

令和3年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分担,事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新旧対照.表

(※第3章第1節1及び第4章6のみ抜粋）

/ (R3.9.3付け改正後）(改正前）

’第3章裁判事務の分担

第,節民事部及び知的財産高等裁判所
1 民事部

第1民事部,第2民事部,第4民事部,第5民事

部，第7民事部から第12民事部まで，第14民事部

から第1？民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各部は,･本節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家

事に関する次の事件を分担する｡ただし,<8M(9)の事
件は，第5民事部,第7民事部，第R民事部及び第9

民事部が，剛から閲までの事件は，第5民事剤が分担

する。 ‘ ：

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除くb .) .
' i . . ..

(2)選挙に関する訴訟事件 ‘ ．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の舗求又は

住民投票に関する訴訟事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴

； ･陸事件

(5)差房事件及び露事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件，上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て零
件 ；

、 f

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件．

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審どする家事審判事件

⑱管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件

⑪管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

四鉱業等に係る土地利用の飼盤手続等に関する法律

第3章裁判事務の分担

・第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部,第2民事部，第4民事部,第5民事

部，第7民事部から第12民事部までb .第14民事部

から第17民事部まで及び第19民事部から第24民

事部までの各部は1本節2に掲げる知的財産高等裁判
茂が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家
事に関する次の事件を分担する。ただし, (81 (9)の事

． i ・ ￥

件は,第5民事部,･第7民事部,第8民事部及び第9

民事部が，鋤から鯛までの事件は,篤10民事部が分

担する。 、

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控訴事件及び抗舎事件《8)の事件及び第3節の3の
(4肋勤らく8)までに掲げる事件を除く｡ ､)‘ 。

(2)選挙に関する訴訟事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の鯖求又は

住民投票に関する訴訟事件 ：

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する断

訟事件 ． ‘ ：

(5)差戻事件及び再審事件 ，

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事
件

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件一

(8)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

(9) ･高等裁判所を第一審とする家事審判事件, ・

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の．

第一審判決に対する上告事件，

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫．電波法第97条の事件

脚鉱業等に係る土地利用の鯛整手続等に関する法律
' 1

（

16
、



機密性2

(参考）

第57条の事件．

側最高裁判所にした特別上告提起事件

閲刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

伽） 民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第27．4条第1項による鯛停事件．

第57条の事件

伽最高裁判所にした特別上告提起事件

旧刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(鋤'民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第・2z4条第1項による調停事件

第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除く事件について，次のとおり，各部に分配す

る。知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担す

る事件を除く事件について，次のとおり，各部に分配す
． 。 （。 、

る°知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

（

6(1)"10民事部が担当する第3章第1節1のﾛ助間ら

佃)まで及醐5)に掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それ

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算す

る。 、 ．．

（2）第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

6(1)第5民事繩が担当する第3章第1節1の剛から側

まで及醐3に掲げる事件は, 1の(1)の調整上,それ

ぞれこれを控訴事件又は抗告事件の1件として計算

する｡． ．. ､

｡(2)第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

(8)までに掲げる事件は， 1の(1)の調整上，それぞれ

これをその合議体を構成する民事部の裁判長斌配置

された部に分配されたものとみなす。

(8)までに掲げる箏件はゥ 1の(1)の調整上, .それぞれ

これをその合礒体を構成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみなす6

0
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(別紙第3）

令和3年度前期代表者会礒(令和3年6月25日開催)の翌日から令和3年12

月17日までの間に，東京高等裁判所裁判官会議規程14条の規定に基づく応急

の措置として,･長官に差し支えがあるときの代理順序について，次のように指名し

た。

(令和3年7月9日現在）

長官に差し支えがある‘ときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり
- ●

Ｊ
１

指名する。

第1順位 第5民事部秋吉仁美部総括判事

第2順位 第，刑事部若園敦雄部総括判事

(1月から6月まで。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）
第3順位 第10民事部高橋 譲:部総括判事

． ： 、

第4順位 第2民事部白石史子部総括判事

第5順位第15民事部八木一洋部総括判事

第6順位 第､3刑事部中里智美部総括判事
第7順位 第20民事部村上正敏部総括判事

第8順位第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位 、第1.1刑事部三浦 透部総括判事

（令和3年7月16日現在)

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する6
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機密性2

第1順位 第5民事部秋吉仁美部総括判事

第2順位第1刑事部若園敦雄部総括判事

(1月から6月まで。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）

第3順位： 第'.o民事部高橋 '譲部総括判事

第4順位第2民事部白石史子部総括判事：

第5順位第15民事部 ．中村也寸志部総括判事：

第6順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第7順位第20民事部村上正敏部総括判事

第8順位 第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位 第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位 ・第11刑事部三浦 透部総括判事

（

（令和3年8月12日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第1順位 第5民事部秋吉‘仁美部総括判事

第2順位第1刑事部若園敦雄部総括判事

（1月から6月まで。 ‐7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡)

第3順位 第io民事部高橋譲部総括判事

第4順位 第15民事部中村也寸志：部総括判事

第5順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第6順位 ′第20民事部村上正敏部総括判事

第7順位 第21民事部定塚誠部総括判事

第8順位 ・第8刑事部近藤宏子部総括判事

第9順位 ．第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位 第11刑事部三浦 透：部総括判事

19
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機密性2

！

（令和3年9月9日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第'順位 第’0民事部高稿 譲部総括判事

第2順位 第1刑事部．若園敦雄部総括判事
。.、 ｡

（1月から6月注で。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）

第3順位‘ 第15民事部中村也寸志部総括判事
‘ ：

第4順位 第3刑事部中里智美部総括判事

第5順位 第20民事部村上正敏部総括判事

第6順位 第2.1民事部定塚 誠部総括判事

第7順位 第17民事部矢尾 渉部総括判事

第8順位･ ‘第8刑事部近藤”宏子部総括判事

第9順位第2刑事部大善文男部総括判事

第10順位第11刑事部三浦 透部総括判事

Ｊ
１

む

（令和3年11月13日現在）

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり指

名する。

第1順位 第10民事部高橋譲部総括判事

．第2順位 第1刑事部若園：敦雄部総括判事

（1月から6月まで。 7月から12月は第1順位と第2順位が逆となるb)

第3順位 第’5民事部中村也寸志部総括判事

第4順位 ‘第20民事部村上正敏部総括判事

第5順位 第2’民事部定塚 誠部総括判事

第6順位 第17民事部矢尾 渉部総括判事
20
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戸

ノ

第7順位

第8順位

第9順位

第10順位

．
１
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第
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第3議案

′令和4年度における東京高等裁判所の裁判官の配置,裁判事務の代理順康裁判

事務の分担,事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定めを次のと

おりとする。

第1章裁判官の配置．

’ 各民事部,刑事部及び特別部に配置する裁判官を,別表’のとおりとする。

2知的財産高等裁判所については,同裁判所が定めるところによる。

‐ 第2章裁判事務の代理順序

1 裁判長に差し支えがあるときは,その部の裁判官が別表1に掲げる順序によっ

て裁判長を代理する。ただし，特別の理由があるときは，部の合議により;,その

部の他の裁判官に裁判長を代理させることができる。

2裁判長でない裁判官に差し支えがあるときは，他の部の裁判官(裁判長を除

く｡‘ ）が, これを代理する。

3－つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは,他め部の裁判官が， これを代

理する。ただし，夏期休廷及び夏期休廷中の代理は,別表2のとおりとする｡：

4知的財産高等裁判所については,同裁判所が定めるところによる｡ ､

第3章裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1 民事部

第1民事部i第2民事部，第4民事部，第5民事部,第7民事部から第12民
'． ； ・ ・

事部まで，第14民事部から第17民事部まで及び第19民事部から第24民事
． ． ：

部までの各部は,本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する｡ただし, (8); (9)の事件

は，第8民事部第9民事部，第10民事部及び第11民事部が,．⑩から鮎)まで

『
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機密性2

の事件は,第10民事部が分担する。

（1） 管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件（(8)．
． I ‘

の事件及び第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件を除く｡ ）

：(2)選挙に関する訴訟事件
1 ． ．

側地芳自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は住民投票に関する訴畿事件
（4）普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟事件

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件

（7）除斥又は忌避の申立てに関する事件

（8）管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件
i

（9） 高等裁判所を第一審とする家事審判事件

剛管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事

、件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

卿鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件

卿最高裁判所にした特別上告提起事件

旧刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

側民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

2知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所は，次の事件を分担する。

(,)知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第ｴ119号｡以下｢設置法｣と
いう｡､ ）第2条第r号所定の事件

（2）設置法第2条第2号所定の事件(特許庁の特許,実用新案，意匠又は商標に

｛
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関する審決又は決定に対する不服の訴えに関する事件）

(3)設置法第2条第3号所定の事件（(1),(2)の訴訟に係る抗告事件': (1)の訴訟を

本案とする民事保全事件, <2)の訴訟を本案と:する執行停止事件, (1k(2)の事件

に係る差戻事件及び再審事件j商号に関する事件で知的財産に関する専門的な

知見を要する事件などを含む。 ）

(4) ・設置法第2条第4号所定の事件

（5）最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件((1)から(4)までに掲げる事件に関するも･のに限る。 ）

(6)除斥又は忌避の申立てに関ずる事件（知的財産高等裁判所に関するものに限
．C

る｡ ）

：第2節刑事部

第1刑事部から第12刑事部までは,刑事及び少年に関する次の事件並びに心神

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下

｢医療観察法jという．)に関する次の事件を分担する。
≦ ： ， ．

’ ､管内の簡易裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件,抗告

事件及び抗告受理申立て事件
： 〃 ，

2忌避の申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに関する事件
． 今 ｡

3差戻事件

4再審請求事件,刑事補償請求事件及び費用補償請求事件

第3節特別部 ． ‘ 、

第1特別部から第5特別部までは，次の各区分による事件を分担する。

1第1特別部

海難審判法第44条の事件

2第2特別部

人身保護法第4条の請求に関する事件

3第3特別部

（

（
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（1） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律.(平成25年法律第100

号による改正前のもの）第85条又は第86条の事件

(2) 中小企業等協同組合法（平成25年法律第100号による改正前のもの)第

109条の事件

(3) ，水産業協同組合法(平成25年法律第100号による改正前のもの）第95

．条の5の事件

（4） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条第1号に掲げる訴

訟の控訴事件

（5） 同条第2．号に掲げる事件の抗告事件

(6) 同法第85条の2に掲げる訴訟の控訴事件

(7) :中小企業等協同組合法第107条及び第108条の規定による公正取引委員

会の排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第'項に規定する抗告訴訟の控

訴事件：

（8） 水産業共同組合法第95条の3及び第95条の‘4の規定による公正取引委員

会め排除措置命令に係る行政事件訴訟法黙条第,項に規定する抗告訴訟の控

訴事件 〆

4第4特別部

(1)､裁判所法第16条第4号の事件

（2）裁判官分限法第3条の事件

（3） 日本国憲法の改正手続に関する法律第127条の事件

(4):最高裁判所裁判官国民審査法第36条又は第38条の事件

（5）弁護士法第16条又は第61条の事件

〈6） 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第60条の事件

5第5特別部

(1)逃亡犯罪人引渡法による審査等請求事件

（2） 同法による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

（
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(3)≠国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による審査等請求事件

(4) 同法律による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

(5)第2節1から4までに掲げる事件に当たらない刑事事件

6第1特別部から第5特別部まで

各特別部における次に掲げる事件

〈1） 民事に関する除斥又は忌避の申立てに関する事件

(2) 民事に関する差戻事件及び再審事件

（3）刑事に関する忌避の‘申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立て

に関する事件 “

（4）刑事に関する差戻事件

(5)刑事に関する再審請求事件，刑事補償請求事件及び費用補償請求事件
． ． ：

，第4章事件の分配

第3章第1節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く事件について，

次のとおり,各部に分配する｡知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。

1 民事部が分担する事件

（1）欲のアから力までに掲げる事件は,その事件の種類別に，受理の順点により，

民事部各部に分配する。ただし；訴訟事件で原審記録が9冊を超えるものにつ

ルiては，事件の種類を問わず， 9冊を超え19冊以下のものと19冊を超える
｡ ： ‐

ものとに区分し;同区分に従い,それぞれ受理の順点により，民事部各部に分

配する。また.‘抗告事件(家庭裁判所の裁判に対する抗告事件を除く6 ）で原

審記録が5冊を超えるもの（(3)の事件を除く。 ）については，事件の種類を問

わず,受理の順点により，民事部各部に分配する｡

ア民事の控訴事件

イ民事の抗告事件

ウ行政の控所事件

、

（

｛
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ェ行政の抗告事件・

オ選挙に関する訴訟事件

力第8章第1節iの(3)及び(4)に掲げる事件

2)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件Iま,遺産分割の審判に対する抗告事件，
： 。 ：
子の返還申立事件の決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に区分し》

それぞれ受理の順点により,:第・8民事部，第9民事部第10民事部及び第
' ･ ･ 』 ・

11民事部に分配する。ただし，家庭裁判所の裁判に対する抗告事件で原審

記録が5冊を超えるものについては,事件の種類を問わず,第8民事部,第

9民事部,-第,0民事部及び第',民事部に,受理の順点により;分配する。
－ ． ;

イアにかかわらず,家事審判事件についての審判と当該事件を本案とする審
． ． ：

判前の保全処分についての審判（審判前の保全処分の取消しに関する審判を

含む6以下同じd)が同日にされた場合には,それらの審判に対する各抗告

事件を同軍部に分配する。

ウア又はイの抗告事件に関連する高等裁判所が第一審として行う家事審判事

件は， 当該抗告事件が分配ざれた部に分配する。
． ． ：

エア又はｲにより分配された蒙庭裁判所の裁判に対する抗告事件は, (1)によ
･ I 、

る民事の控訴事件の分配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2件を

民事の控訴事件3件として#それ以外の抗告事件又はウにより分配された高

等裁判所が第一審として行う家事審判事件3件を民事の控訴事件1件として

計算する。 ，

卜抗告事件((2)の事件を除く.）で緊急に処球る必要があることが記録上明
. ： 。 ． , ． '

らかなものについては,｛原審記録の冊数にかかわらず,事件の種類を問わない

で,受理の順点により，民事部各部に分配する6

, 第3章第1節1の“)に掲厭る事件は,当該調停に付する裁判をした部に

分配する。

刑事部が分担する事件

(2)ア

{

(3)，抗告事件（(2)の事件を除く｡）で緊急に処理まる必要があることが記録上明

らかなものについ祗,1原審記録の冊数にかかわらず,事件の種類を問わない

で,受理の順点により，民事部各部に分配する6

(4)第3章第i節1の“)に掲I涌事件は,当該調停に付する裁判をした部に

2
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.(1)刑事の控訴事件（(2)に定めるものを除く6 ）ば原審記録の重量が2．5キ

ログラム未満5: 0キログラム未満, 15.0キログラム未満J25:. 10キ
． ：

ログラム未満50. 0キログラム未満及び50､0キログラム以上の区分に

よって受理の順点により,刑事部各部に分配する｡

(2)裁判員裁判に対する控訴事件は,原審記録の重量が5; Oキログラム未満

15． 0キログラム未満及び15.0キログラム以上の区分によって受理の順

点により，刑事部各部に分配する。

(3)抗告事件（医療観察法による抗告事件を除く。 ） ,抗告受理申立て事件及び
：

医療観察法による抗告事件は,それぞれ受理の順点により§・刑事部各部(夏期
: ･ 1.J. ' f

休廷中に受理した事件については'休鋤を除く･)に分配する｡ただし,勾

留に関ずる抗告事件（法廷等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する

抗告事件その他急速に処理載る必要のある抗告事件を含む｡）は，次の要領に

より分配する。

ア各部のうち1箇部を当番部とし，当番部は，当番日(執務時闘外を含
。 ‘ 。:『 ．．

、む° ）に受理した事件をすべて処理するものとする。

イ当番日に分配を受けた事件数が多くダこれを処理することが困難なときは；

翌当番日の当番部と協議の上， これを処理することができる。

翌当番日の当番部が,前記協議により事件を処理したときは， これを当番
・ ・ 、 ・

部として処理したものとする｡ 1

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるときは,翌当番日の当番部と当番
．‘ 号 ･

部を繰り替えるものとする。

(4) .(1)のうち,学生等集団事件については,原審記録の重量が2.5, 0キログラ
.： ，

ム未満のものについては,蔦一審の審判が単独体で行われたものと合議体で行
、 ：

われたものとに区別し，それぞれ受理の順点により，刑事部各部に分配する｡

(5) : (1)のうち,各種税法違反事件(関税法違反事件を除く｡ただし,関税ほ脱罪

については, この限りでない。 ）は，第1刑事部に分配し， (1)の関係において

（

（
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機密性2

は，他の控訴事件の3件として計算する。

（6） (3)のうち，抗告受理決定後の抗告事件につﾙ､ては,その決定をした部に分配

する。

（7） (3)の場合にj同一の事件について，少年の抗告事件と抗告受理申立て事件を

受理したときは,次の要領により分配する。

ア同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分配後に抗告受理申立て事件を

受理したときは,抗告受理申立て事件は,少年ゐ抗告事件が分配された部に

分配するb

イ抗告受理申立て事件の分配後に少年め抗告事件を受理したときは,少年の

抗告事件は，抗告受理申立て事件が分配された部に分配する。

3 除斥又は忌避の申立て等

除斥若しくは忌避の申立て叉は刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに

関する裁判は，民事部及び刑事部においては，各別に次位の部が，特別部におい

ては,その部がこれをする｡

4差戻事件

（1）差戻事件は,民事部及び刑事部各別に，民事部においては1の，刑事部にお

いては2の各控訴事件の分配に繰り入れて各訓こ分配し,特別部の事件は,：そ
. ◆ ： 0

の部に分配すaる。

(2) （1）の場合に特別部の事件を分配する部がないときは，常置委員会文は東京高
4 4-

等裁判所裁判官会議規程第12条の代表者会議の議により，その性質に従って

相当である部に分配する。

5‘再審事件等

（1）民事侭関する再審事件,民事事件について最高裁判所にした上告提起事件,

上告受理申立て事件，特別上告提起事件及び特別抗告提起事件,:許可抗告申立

て事件;:刑事に関する再審請求事件,刑事補償請求事件並びに費用補償請求事

件は，その裁判をした部に分配する｡

（

Ｊ
Ｉ
１
、
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機密性2

（2） (1)の場合に事件を分配する部がないときは，民事部及び刑事部各別に，受理

の順点により》各部に分配する｡ただし,特別部の事件は,常置委員会又は東
． ： ‘

京高等裁判所裁判官会議規程第12条の各部を代表する裁判官の会議の議によ

り,その性質に従って相当である部に分配する｡

6(1)第10民事部が担当する第3章第1節1の⑩から卿まで及び鮎)に掲げる事件

は， 1の(1)の調整上,それぞれこれを控訴事件文は抗告事件の1件として計算

する。

（2）第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件は； 1
f ；

の(1)の調整上，それぞれこれをその合議体を構成する民事部の裁判長が配置さ

れた部に分配されたものとみなす。
．； 、

7東京高等裁判所特殊事件取扱規程に定める特殊事件は，他の事件とは別に，受

理の順点により事件を分担すべき部に分配する｡ ・
． ． i 、

． ． ：

8原裁判所において1件として受理し，又は併合して審理した事件の上訴は, こ

れを最初に分配を受けた部に分配する。ただし，前に受理した事件が結審後であ

るときは， との限りでない｡ ;《

9－つの部に分配した事件が他の部の取扱事件と関連L,併せて審理裁判するの

を便宜であるときは,関係の部の協議によりi事件を繰り.替え，一つの部で併せ

て審理裁判することができる。 ：

'0分配を受ける部に回避を要する裁判官がある場合には，次位の部に分配すべき

事件と繰り替えて分配し，分配を受けた部に回避を要する裁判官が配置された場

合には;当該部と次位の部との協議により事件を繰り替えることができる○ただ

し，刑事部においては，当該事件溺各種税法違反事件（関税法違反事件を除く。

ただし，関税ほ脱罪については，この限り､でない｡）であるときは, ;この限りで

I

～

ない。

11 ある部に分配された事件が，特に煩雑であるときその他特別の事由があるとき

は,常置委員会又は東京高等裁判所裁判官会議規程第12条の代表者会議の議に
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機密性2

より,次位以下の部につき順次以上の理由を勘案してその事件を担当すべき部を
. ： ．

定め，又はその事件を担当する部に対する事件の分配を停止する等適宜の処置を

するごとができる。

'2新受事件は，前年度において最後に分配を受けた部の次位の部を起点として，

各部に分配する。
：

13各部の前年度未済事件は，当該部で引き続きこれを取り扱.う6

第5章開廷日割

1 各部の開廷日割を別表3のとおりとする。ただし；各部は,.必要に応じ他の日

においても開廷することができる．

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定めるところによる6

第6章行政事務の代理順序

1高等裁判所長官に差し支えがあるときは，別に定めるところにより選ばれた裁

判官が， これを代理する｡

2部の総括者に差し支えがあるときば,その部の裁判官が,別表1に掲げた順序

によって総括者を代理する｡ :

3 知的財産高等裁判所の所長及び部の総括者に差し支えがあるときについては；

同裁判所が定めるところによる。

（

、

附則

1 この定めは，令和4年1月1日から施行する。

2 この定めの第4章2の(1), (2), (3), (4),(6)及び(7)並びに4の規定にかかわ

らず， 当分の間,第7刑事部及び第9刑事部に対する刑事の控訴事件，抗告

事件,抗告受理申立て事件及び差戻事件の分配を停止する。

3 ．第7刑事部及び第9刑事部がこの定めの第4章3， 10， 11及び12に

規定する次位の部にあたるときは，当分の間， 「次位の部」 とあるのを「次

31



機密性2

々位の部」と読み替える。

4 この定めの第4章5の(1)の規定にかかわらず，第7刑事部及び第9刑事部

がした裁判に関する刑事の再審請求事件,刑事補償請求事件及び費用補償請

求事件は,第7刑事部及び第9刑事部については当分の間,事件を分配する

部がないものとみなし,同2箇蔀を際く刑事部の各部に受理の順点により分

配し，同一の裁判に関する再審請求事件が数件あるときは， これらを1件と

みなし,最初に受理した事件の分配を受けた部にその後に受理した事件も併

せて分配する。ただし，前に分配された事件について終局決定があったとき

は,その後に受理した事件についてのみ同様とする。

、
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(別表1） 機密性2

東京高等裁判所裁判官配置表(令和4年1月1日現在）
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(別表2） 機密性2

夏期休廷部日割表（令和4年度）

（

句

36

｡

前 期

9

(7月21日～8月10日）
、 、

‘休廷部

◆

代理部
｡

6

▽

9

後 期

C

､ ÷

■

(8月11日～8月31･日）

休廷部
◆

代理部

｡

q

民
事
部

第2民事部
$ ●

第4民事部
●

第5民事部

第8民事部

第11民事部

第1，2民事部
0

●

第15民事部
｡"

第17民事部

第21民事部
、 ｡

寺 0

第23民事部

第1民事部
0 6 ■

－ ず

第~20民事部
■ 旬

第.7民事部

q ●

第9民事部
Q ●

第10民事部
負

第14民事部
｡ ■

第16民事部

一

第19民事部
p
●

第22民事部

0

第24民事部

●

第1民事部
C ‐

第20民事部

第7民事部

第･9民事部

第10民事部

第14民事部

第16民事部
■

第19民事部

第22民事部
己 9

マ ウ

第24民事部
b

第2民事部
● ＝ ■

第4民事部

第5民事部

第 8
●

民事部
｡ ●

第11民事部

4 第12民事部
C D

I

q

● ｡

第15民事部
戸

第17民事部

第2､1民事部

第23民事部 ●

■

Ｉ刑
事
部

■

し

』

第1刑事部‘
○ 9

､

ヂ

第4刑事部
◆

●

第6刑事部
◆ 6

第8刑事部

第12刑事部
｡

ｰ

。 、 。

昏 ﾛ

第5刑事部

第10刑事部
0

第3刑事部
旬

●

第11刑事部
ノ ．

第2刑事部: ．

第2刑事部

□

第3刑事部
F ■

第5刑事部

第10刑事部
●

第11刑事部

第12刑事部

第6刑事部
今●

第1刑事部

第4刑事部
■

①

U p

第8刑事部



(別表3） 機密性2

開廷日割表（令和4年度）

I

１
ｔ

37

部 開廷日
■

法廷
G *

民
恥
事
部

q

一

●
■
炉

第1民事部

6

第2民事部・

● も

第4民事部
＄ け

G I

第5民事部

C

第7民事部

第8民事部

第9民事部

第10民事部

第11民事部

第12民事部
$ ■

第14民事部
■

第15民事部
● 0

6 句

第16民事部

第17民事部

第19民事部

． ､ 7 つ

第20民事部．

第21民事部

第22民事部．

第
○

6

23民事部
毎
日

第24民事部'

■

月．水・金

,火・木も今
●

Q-

火・木9金

月6水・金
■

◆

火・木も金

火・木・金

月・水・金
召

： ．

火・木・金

月・水・金

月・水・金

6

火・木．､金

月・水・金
■ 凸

火･木と金

月･水･金『

火・木。金
●

月・水･金
●

火・木・金

月‘水・金

月・水・金

火・木‘金
q ①

民事822号

民事822号
、 ●

民事817号
■旬

民事511号

民事511号

民事809号

民事809号

■ ●

民事825号
6

● G

民事825号

4 ●

民事824．号

民事824号

民事808号

･民事808号
0

民事812号

民事812号

民事817号

民事424号
。
〃

民事424号

民事717号

U ■

｡

民事717号

｡

部 開廷日
■

法廷

刑
事
部

第1刑事部

●
甲

第2刑事部
●
《

の ■

第3刑事部

第4刑事部．

第5刑事部
● ﾛ

第6刑事部
守

6 1

第8刑事部
r q

第10刑事部

U C

第11刑事部

｡ ■

第12痢事部

月・水・金

月･火・木
巳 守

■

月，水･金
0 ●

■ ●

■

月・火・木

月・水，金
■ P

&

『

月・火･木

月･･水・金
” ‐

月§火。木

6

月・水・金

月｡火・木
0 F

刑事720号

刑事720号

8．

ﾛ

●

｡

刑事410号
C ●

●

刑事506号

刑事506号
6

刑事410号

刑事805号

C G

L ■

刑事805号

■

刑事622号

刑事622号

特

別
部
●

◆
ｐ
も

C O

D C

第1'特別部
旬

第2特別部
● 旬

第3特別部

第4特別部

F ●

第5特別部

随時

随時

■ ●

随時

随時

随時

●

■ 6

b 9

q O
｡



機密性2

(参考）

令和4年度における東京高等裁判所の裁判官の配置"裁判事務の代理順歳
． ｡ . ．i

裁判事務の分抵事件の分配，開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新．旧対･照一表

(現行） (改正案）

、第1章裁判官の配置

.】各民事部,刑事部及び特別部に錘する裁判官を，
別表1のとおりとする｡． § ． ，！

2知的財産高等裁判所については,同裁判所が定める

ところによる。 、

第2章裁判事務の代理順序，
・ 局 C

l裁判長に差し支えがあるときは，その部の裁判官が

別表1に掲げる順序によって裁判長を代理詞るbただ

し,-特別の理由があるときは,部の合鍵によりiその

部の他の裁判官に裁判長を代理させると:とができる。

2裁判長でない裁判官に差し支えがあるときはi他の

部の裁判官(裁判長を除く｡）が,これを代理する。

3－つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは,･他

の部の裁判官が,これを代理する｡ただし,夏期休廷

及び夏期休廷中の代理は,別表2のとおりとする‘

4知的財産高奪裁判所については,同裁判所が定める
ところによる。 ；

1

第3章裁判事務の分担′ ・

第1節.民事部及び知的財産高等裁判所
： ．

･1民事部・
. . ｩ . ● ｡ -

第’民事部，第2民事部,第4民事部，第5民事

部，第7民事部から第12民事部まで，第14民事部

力ざら第17民事部まで及び第ig民事部から第24民
：． ’

事部までの各部は,永節2に掲げる知的財産高等裁判

所が分担する事件を濠<民事Iさ関する次の事件及び家
事に関する吹の事件を分担する｡ただし,(8I(9)の事’

第1章，裁判官の配置

1各民事部,刑事部及び特別部に配置する裁判官を，

別表1のとおりとする。

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる｡ :Y .
第2章裁判事務の代理順序

,裁判長に差L支えがあるときは,その部の裁判首が
別表1に掲げる順序によって裁判長を代理する．､ただ

し，織りの理由があるときは,｡部の合議により，その

部の他の裁判官に裁判長を代理させることができる。
2 ．裁判長でない裁判官に差し支えがあるときは,他の

‘部の裁判官(裁判長を除く｡ )が,これを代理するも
3一つの部の裁判官全部に差し支えがあるときはi他

の部の裁判官が, これを代理する｡ただし,夏期休廷

及び夏期休廷中の代理は，別表2のとおりとする｡ ・

4知的財産高等裁判所については,同裁判所が定める

ところによるb ・

第3章裁判事務の分担 ． ， ：

第,節民事部及び知的鱸高等裁判所
J

1 民事部‘ ；

第1民事部，第2民事部第4民事部，第5民事

部,第・7民事部から第12民事部まで，第1.4民事部

から第17民事部まで及び第19民事部から第24民

事部まで蝿部は’本節2に掲げる知的財産高等裁判
ﾛ ｡ ？ ､ ｡

､所が分担する事件を除く民事に関する次の事件及び家
‘ . ；

事に関ずる次の事件を分担する｡ただし, (8I (9)の事

（

I

件は， 件は，瀦5民事部第7民事邦 8氏畢膜 9民事部,．第10民事部図

民事部が, @mから鯛までの事件は, .第10民事部が分

担する。 ． ．

('）管内の地方裁判所及び家躍裁判所の裁判に対する

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除く｡ ） ． ． ．

(2)選挙に関する誘訟事件 ・

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は

ユー1民事部が,側から鯛までの事件は,第10民事部

が分担する｡ ： ．

(1) ;管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する
： ．

(4)から(8)までに掲げる事件を除くも）

(2) ．選挙に関する訴訟事件, 、 ・

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又は
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機密性2

(参考）

住民投票に関する諒訟事件

（4）普通地方公共団体に対する国の関与等に関する蘇

訟事件

(5)差戻事件及び再審事件

（6）最高裁判諏こした上告提起事件）上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件、 、

(71除斥又は識の申立てに関する事件

(9)管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告軸
(9).高等裁判所を第一審とする家事審判事件

伽管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件．

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ゞ

⑬鉱業等に係る土地利用の鯛整手続等に関する法律

第57条の事件

側最高裁判所にした特別上告提起事件…

圃刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(l0民事鯛停法第20条第1項及び第4項並びに家事

事件手続法第274条第1項による調停事件

知的財産高嶺判所･

知的財産高等裁判所は,次の事件を分担する。

(1)知的財産高等裁判所設置法(平成'6年法律第1

19‘号6以下｢設置法jというd)第2条第1号所

・定の事件

(2}設題法第2条第2号所定の事件(特許庁の特許〃

実用新案,､意匠又は商標に関する審決又は決定に対

する不服の訴えに関する事件)

(3) -段置法第2条第3号所定の事件《11(2)の訴訟に係

る抗告事件, (1)の訴訟を本案とする民事保全事

件,． (2海所訟を本案とする執行停止事件,(11(2)の

事件に係る差戻事件及び再審事件,商号に関する事

件で知的財産に関する専門的な知見を要する事件な

住民投票に関する誘舩事件

(4)普通地方公共団体に対する国の関与等に関する脈

訟事件

（5）差戻事件及び再審事件・

(6)最高裁判所にした上告提起事件，上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件

（7）除斥又は忌避の申立てに関する事件 ．

（8）管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件
（9）高等裁判所を第一審とする家事審判事件

棚管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第一審判決に対する上告事件

細管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件 ・

慨鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

’ 第57条の事件 ．、

側最高裁判所にした特別上告提起事件

鯛刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(卿民事調停法第20条第,項及び第4項並びに家事
事件手続法第274条第1項による調停事件

2知的財産高等裁判所．

知的財産高等裁判所は,･次の事件を分担する。

(1)知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第1
・ 1

，9号｡以下｢設置法」という。 ）第2条第1号所

定の事件

(2)殿置法第2条第2号所定の事件(特許庁の特許，

実用新案，意匠又は商標に関する審決又は決定に対

する不服の訴えに関する事件） ． ‘

（3）設置法第2条第3号所定の事件《川21の訴訟に係

る抗告事件， (1)の訴訟を本案とする民事保全事
． s

・件,(2)の訴訟を本案とする執行停止事件j ('M2)の

事件に係る霊事件良蛎審事件,商号に関する事
件で知的財産に関する専門的な知見を要する事件な

どを含む。 ）

(4)設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件《,)から(4)までに掲げる事件に関するものに限

る。 ）ゞ

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件(知的財産高

（

メ

どを含むも ） ‐
：

(4)設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件《'1から(4)までに掲げる事件に関するものに限
る。 ）

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件(知的財産高
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機密性2

(参考）

（

1
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機密性2

(参考）

（

（
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機密性2

(参考）

9冊以下のものと19冊を超えるものとに区分し，

同区分に従い,それぞれ受理の順点により，民事部

各部に分配する｡また,抗告事件(家庭裁判所の裁

判に対する抗告事件を除く｡ ）で原審龍録が5冊を
超える.もの（(3)の事件を除く。 ）については,事件

の種類を問わず，受理の順点により，民事部各部に

分配する。－． ′

ア民事の控訴事件, ‐

イ：民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件･ ‘

ェ行政の抗告事件

オ選挙に関する瞬舩事件．
､ ：

力第3章第1節1の(3汲酬4Mこ掲げる事件 ．

)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は,遺産分

割の審判に齢-る抗告事件,子の返還申立事件の

蕊イウ

9冊以下のものと19冊を超えるものとに区分し，

同区分に従い，それぞれ受理の順点により，民事部

各部に分配する6窪た,抗告事件(家庭裁判所の裁

判に対する抗告事件を除く。 ）で原審懇が5冊を

超えるもの《3)の事件を除く。 ）については，事件

の種類を問わず,受理の順点により，民事部各部に

、 ‘分配する6 ，

ア民事の控諒事件
j 、

イ民事の抗告事件

， ウ行政の控訴事件

、エ行政の抗告事性

オ,選挙に関する翫訟事件

:力篤3章第1節1の〈3汲孤4Nこ掲げる事件

(2)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は,遺産分・

割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の

決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に

区分し；それぞれ受理の順点により,‘鐙員民事部

ゞ迦臺鼬_塾幽遡_L塵誕に
分配する。ただし,家庭裁判所の裁判に対する抗

告事件で原審配録が5冊を超えるものについては，

事件の種類を問わず;第8民事部,第9民蕊部，
第L_Q民事部及び第1.1民事理に,受理の碩点に‘
り，分配する。

イアにかかわらず，家事審判事件についての審判

、と当骸事件を本案とずろ審判前の保全処分につい

ての審判（審判前の保全処分の取消しに関する審

判を含む｡以下同じb )が同日にされた場合に

は,それらの審判に対する各抗告事件を同一部に

分配する。

ウア又はイ･の抗告事件に関連する高等裁判所が第

一審として行う識審判事件は’当該抗告事件が：
分配された部に分配する｡

エア又はイにより分配された家庭裁判所の裁判に
‘ 1

対する抗告事件は’ (1)による民事の控訴事件の分

配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2

件を民事の控訴事件3件として,それ以外の抗告
｡ ？ ．

事件又はｳにより分配された高等裁判所が第一審

として行う家事審判事件3件を民事の控訴専件，
件として計算するも

(3)抗告事件《2)の事件を除く。 ）で緊急に処理する

（

(2

.－審と:して行う家事審判事件は，当該抗告事件が

分配された部に分配する｡： 、

エア又はｲに護り分配された家庭裁判所の裁判に

対する抗告事件は, (1)による民事の控訴事件の分

配に当たりゥ遺産分割の審判に対する抗告事件2

件を民事の控訴事件3件として，それ以外の抗告

事件又はｳにより分配された高等裁判所が第一審

として行う家事審判事件3件を民事の控蘇事件1

件として計算する。

(3)抗告事件《2)の事件を除く6 ）で緊急に処理する
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機密性2

(参考）

必要があることが記録上明らかなものについては，

原審記録の冊数にかかわらず‘事件の種類を問わな

いで,受理の順点により，民事部各部に分配するj

(4) 第3章第1節1の脇に掲げる事件は，当該調停に

付する裁判をした部に分配する｡ （

刑事部が分担する事件

【1)刑事の控脈事件《2Xこ定めるものを除く。 ）は，

原審記録の重量が2.5キログラム未満5.0キロ．グラ

ム未満， 15.0キログラム未満， 25.0キログラム未満

， 50.0ｷﾛダﾗﾑ未満及び50.0ｷﾛゲﾗﾑ以上の区

分によって受理の順点により，刑事部各部に分配す

・る。

2)裁判員裁判に対する控訴事件は,原審記録の重量

が5.0ｷﾛグﾗﾑ未満, 158.0ｷﾛグﾗﾑ未満及び15. .
0キログラム以上の区分によつて受理の順点Iごより,

刑事部各部に分配する｡

3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く．）. ,

抗告受理申立て事件及び医家観察法による抗告事件

必要誠あることが記録上明らかなものについては，

原審癖の冊数にかかわらず,事件の種類を問わな
いで，受理の順点により，民事部各部に分配する。

(4)第3章第1節1の(1Nに掲げる事件は,当該鯛停に
付する裁判をした部に分配する6 ．

2痢事部が分担する事件

（1）刑事の控訴事件《2)に定めるものを除く。 ） ･は，

原審記録の重量が2.5キログラム未満5‘0キログラ

ム未満, 1丘0ｷﾛクﾗﾑ未満25.;0ｷﾛダﾗﾑ未満

， 50.0キログラム未満及び50.0キログラム以上の区

分によって受理の順点により，刑事部各部に分配す

る｡

(2)磯判員裁判に対する控誌事件は,原審記録の重鮭

が5.0キログラム未満, 15.0キログラム未満及び15.

0キログラム以上の区分によって受理の順点により，

刑事部各部に分配するも

"(3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く6 ） ‘

抗告受理申立て事件及び医療観察法による抗告事件

は,それぞれ受理の堰点により,刑事部各部(夏期休

廷中に受理した事件については,休廷部を除く｡ ）
に分配する。ただLj勾留に関する抗告事件(法廷

等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する

抗告事件その他急速に処理する必要のある抗告事件
を含む。 ）･は,次の要領により分配する。 ・ ‐

． ‘" ･ 】

ア.各部の：うち1箇部を当番部とし，当番部は,当

番日(執務時間外を含む｡ ）に受理した事件をす‘

べて処理するものとする。

． .イ当番日に分配を受けた事件数が多く, “これを処

理することが困難なときは‘翌当番日の当番部と

協謹の上,これを処理ずることができる。
0 ●

翌当番日の当番部が，前配協議により事件を処

理したときは,これを当番部として処理したもの
とする。 、

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるとき

は，翌当番日の当番部と当番部を繰り替えるもの

・ とする。

i(4) (i)Dうち，学生等集団事件については,原審記録

の重量が25.0ｷﾛグﾗﾑ未満のものについては,第
一審の審判が単独体で行われたものと合賎体で行わ

れたものとに区別し，それぞれ受理の順点により，

2

（
（

（

(4
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機密性2

(参考）

刑事部各部に分配する。

(5)(1)のうち,各種税法違反事件（関税法違反事件を

除く。ただし,関税ほ脱罪についてはiこの限りで

ない｡､ ）は,第'刑事部に分配し, (1)の関係におい

ては，他の控訴事件の3件として計算する｡《 ‘

＜6} (3)のうち,抗告受理決定後の抗告事件につし､て

は,‘その決定をした部に分配する‘

(7) ’ (3妨塲合に;同一の事件について, ･少年の抗告事

件と抗告受理申立て事件を受理したときは,吹の要

～領によ･り分配する。 ． ・

ア．同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分配

後に抗告受理申立て事件を受理したときは,抗告

受理申立て事件は,少年の抗告事件が分配された

部に分配する。 、 . ； ：

イ抗告受理申立て事件の分離に少年の抗告事件
を受理したときは;少年の抗告事件は,抗告受理

：申立て事件が分配された部に分配する。

B除斥又は忌避の申立て等

・除斥若しくは忌避の申立て又は刑事窮謡法第428

条第2項の異議の申立てlこ関する裁判は，民事部及び

刑喜部においては；綴りに吹位の部が,特別部におい

ては，その部がこれをする。

l差戻事件

.(i)'差戻事件は,民事部及び刑事部各別に,民事部に

おいては:”,刑事部においては2の各控訴事件の
夕 ･ 名

分配に繰り入れて各部に分配し，特別部の事件は,；
． ． ． ． 8 ．．

その部に分配する。 '

(2) (1)の場合に確別部の事件を分配する部がないとき
は,常置委員会又は東京高等裁判所裁判官会議規程
第’2条の代表者会議の雛により｡:その性質に従っ

て相当である部に分配する｡

再審事件等． ゞ．

(1)民事に関する再審事件,民事事件につし¥て最高裁

判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件,特
,別上告提起事件及び特別抗告提起事件j'許可抗告申

立て事件，刑事に関する再審請求事件i刑事補償鯖

求事件並びに受用補償請求事件は,その鯛をした
： 、

部に分配する。

偲） （1）の場合に事件を分配する部がないときは，民事

部及び刑事部各別に,受理の順点により:,各部に分

3

4

湘事部各部に分配する｡

5) (1)のうち,各種税法違反事件(関税鎚反事件を
除く。ただし,関税ほ脱罪については,この限りT

ない｡: ）ば，第1刑事部に分配し, を(1)の関係におI

では,他の控訴事件の3件として計算する。 、

6)(3)のうち,抗告受理決定後の抗告事件にらいて

は,その決定をした部に綿する。 ・

〃(3)の場合に,:同一の事件について,少羊の抗告事

件と抗告受理申立て事件を受理したときは，次の雲
： ,

領により分配する。

ア同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分霞

後に抗鑑理申立で蔀を受理したときは,抗告
受理申立て事件は，少年の抗告事件が分配された

部に分配する‐ ‐

i_

冗吉支埋甲立て蕃件の分圏1後に少隼の抗告雲

，を受理したときは，少年の抗告事件は,抗告受理

申立て事件が分配された部'二分配まる。 、

3膝斥又は忌避の申立て等 ・

除斥若しくは忌避の申立て又は刑事訴訟法第乳28

条第2項の異議の申立てに関する銭判は偶事部及び
刑事部においては, :各別に次位の部が,･･特別部におい

ては，その部がこれをする。 I
4．差戻事件 ‘ ,． ． 』 ‘ ． ． ，

さ ‐

(1)差戻事件は;民事部及び刑事部各別に,民事部に

おいてば1の,刑事部においては2の各控訴事件の

て相当である部に分配する｡〆

ﾗ再審事件等 ” ‘

(1)民事に関する再審事件，民事事件について最高裁

判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件,特

別上告提起事件及び特別抗告提起事件,許可抗告申

立て事件,刑事に関する再審識拳件j刑事補償請
求事件並びに費用補償請求事件は,その裁判をした

q

部に分配する。 ． ‘

(2) （')の場合に事件を分醗まる部がないときは,民事
部及び刑事部各別に，受理の順点により,各部に分

ｊ
ｌ
１
１

5
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(参考）
‐

配する。ただし,特別部の事件は，常憧委員会又は

東京高等戟判所裁判官会躍規程第12条の各部を代

表する裁判官の会雄の議により，その性質に従って

相当である部に分配する” ・

'6(1)第10民事部が担当する第3章第1節1のOmから

回まで及ひ､5)に掲げる事件は， ’の{'1の調整上,そ

れぞれこれを控訴事件又は抗告事件の.1件として計

算する。

(2) .第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から

(8)までに掲げる事件は， 1の(1)の調整上,それぞれ

・ これをその合儀体を栂成する民事部の裁判長が配置

された部に分配されたものとみなす｡ 、

7東京高等裁判所特殊事件取扱規程に定める特殊事件：

はう他の事件とは別に，受理の順点により事件を分担

･すべき部に分配する6 ‘

8原裁判所において'件として受理し,又は併合して

審理した事件の上訴は， これを最初に分配を受けた部

に分配する。ただし，前に受理した事件が結審後であ

るときは， この限りでない。

9－つの部に分配した事件が他の部の取扱事件と関連

し"併せて審理裁判するのを便宜であるときは,関係

の部の懲駿によ;り,事件を繰り替え,一つの部で併せ
て審理裁判することができる。 ’

． ， ノ

,0,分配を受ける部に回避を要する裁判官がある場合に

は，次位の部に分配すべき事件と繰り替えて分配し，
； ．

分配を受けた部に回避を要する裁判官が配置された場
合には，当該部と次位の部との協礒により事件を繰り

替えることができる。ただL, .刑事部においては, .当

該事件が各種税法違反事件（関税法違反事件を除く6

ただし》関税ほ脱罪については， この限りでない。 ）

であるときは, この限りでない。 、

11ある部に分配された事件が，特に煩雑であるときそ

の他特別の事由があるときは，常置委員会又は東京高‘の他特別の事由があるときは， ,常置委員会又は東京高

蕊
|ば･“謬件とは剛に｡蕊の聯に"事件を分担
’すぺき部に分配する。

8原裁判所において1件と､して受理し，又は併合して

審理した事件の上鮮は,これを最初に分配を受けた部

に分配する。ただし,前に受理じた事件が織後であ

るときばこの限りでない。 j

9－つの部に分配した事件が他の部の取扱事件と関連

し,併せて審理裁判するのを便宜であるときは，関係

の部の協醗により，事件を繰り替え，一っの部で併せ

て審理裁判することができる。

io分配を受ける部に回避を要する裁判官がある場合に

は, ､次位の部に分配すべき事件と繰り替えて分配し，

分配を受けた部に回避を要する裁判官が配置された場

合には,当骸部と次位の部との鱸により事件を繰り
替えることができる6ただし,痢事部におi,ては,当
該輔が各種種塗違反事件(関税法違反事件を除く。
ただし,簡税ほ脱罪については; ．この限りでない｡）

： ． ・

であるときは，この限りでない。

i】ある部に分配さ”た事件が'特に煩雑であるときそ

の他特別の事由があるときは,常置委員会又は東京高

等裁判所裁判官会麟規程第12条の代表者会謎の蕊に
． 0 ． ． '

､より，次位以下の部につき順次以上の理由を勘案して

その事件を担当すぺき部を定めj又はその事件を担当

する部に対する事件の分配を停止する等適宜の処置を
することができる｡ ． 、

12新受事件は，前年度において最後に分配を受けた部
． ： 、

の次位の部を起点として，各部に分配する｡ ．

｛

（

等裁判所裁判官会議規程第12条の代表者会議の灘に

.より，次位以下の部につき順孜以上の理由を勘案して

その事件を担当すべき御を定め,又ほその事件を担当
する部に対する事件の分配窓停止する等適宜の処置を

することができる。 ． ．

2新受事件は,前年度において最後に分配を受けた部

の次位の部を起点として,各部に分配する｡

45



機密性2

(参考）

（

蕊蕊
事件を分配ずる部がないものとみなし，同2箇部を除

く刑事部の各部に受理の順点により分配し,同一の裁

判に関する再審諮求事件が数件あるときは,､これらを

1件とみなし，最初に受理した事件の分配を受けた部

にその後に受理した事件も併せて分配する。ただし，
前に分配された事件について終局決定があったとき

は，その後に受理した事件についてのみ同様とするp

（
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(参考）

0

(略）3まで

0
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機密性2

』

（令和4年1月1日現在）

長官に差し支えがあるときの代理順序の指名について

長官に差し支えがあるときに長官を代理してその職務を行う裁判官を次のとおり

指名する。

第1順位 第10民事部高橋， 譲部総括判事

第2順位 第 1刑事部若園敦雄部総括判事

（1月から6月まで｡7月から12月は第1順位と第2順位が逆となる｡）
蝿
：
峡
側
，
↓
卿
弛
卿
側
伽
、
卿
螂

第
第
第
第
第
第
第
ｗ
第

第15民事部

第2Q民事部

第21民事部

第17民事部

第8刑事部

第2刑事部

第11刑事部

第4刑事部

中村也寸志部総括判事

村上正敏部総括判事

定塚 誠部総括判事

矢尾 渉部総括判事

近藤宏子部総括判事

大善文男部総括判事

三浦透部総括判事

大野勝則部総括判事
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